
　宇佐市では、次世代育成支援対策推進法に基づく宇佐市特定事業主行動計画として、平成22年3月に
後期計画（Ｈ22～26年度）を策定し、職員の育児を支援する取組を進めています。より実行性のある取組
とするために平成26年度の実施状況を報告します。

１．実施状況１．実施状況１．実施状況１．実施状況
（１）妊娠中及び出産後における配慮
　①各種制度を理解しやすいように、リーフレットを作成しいつでも閲覧できるようにしました。
　②3ヶ月に一度、庁内掲示板にて計画への取組を啓発し、各種資料の配布を行いました。
　③休暇制度等に関する説明会を開催し、各種制度の周知を図りました。

4 月

3 月

随 時

（２）子どもの出生時における父親の特別休暇の取得促進
　①「職員の妻が出産する場合及びその出産に係る育児参加のため」の休暇の周知を図りました。

　28　人

　23　人
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4 6/8日

（３）育児休業を取得しやすい環境の整備
　①育児休業の取得率の目標値を定め、その取得を促進することとしました。

男性職員

女性職員

目標値

実　績

　②育児休業に伴う、臨時的任用制度の活用を図りました。

10　人

10　人

(４)超過勤務の縮減
　①過剰な超過勤務が発生しないよう、計画的な業務の遂行や応援体制の整備を図り、超過勤務の
　多い職場については総務部長への事前協議制を徹底しました。
　②所属ごとに「ノー残業デー」の設定を行い啓発に努めました。

（５）休暇の取得の促進
　①計画的な休暇取得ができるよう、休暇取得計画表を3ヶ月ごとに配信し、利用を促しました。

（６）仕事と生活の調和を図ることができる環境整備
　①ワークライフバランス憲章の周知のため、研修を実施しました。

8 月

3 月

（７）その他の次世代育成支援対策に関する事項
　①子どもと触れ合う機会を作ることと、子育てをサポートしあえる職場環境づくりを目指して、「子ども参観日」
　を実施しました。（26年度は参加希望者なし）
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